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令和８年度連携組織活性化支援事業（経営力向上補助金）
募集要綱

１．目的

　　令和８年度連携組織活性化支援事業（経営力向上補助金）（以下「本事業」という。）は、中小企業組合、一般社団法人、一般財団法人、共同出資会社及び任意グループ等（以下「組合等」という。）における新たな事業実施や既存事業の強化・再構築等を目指す取り組み等について、必要な経費を助成することにより、連携組織の活性化を図ることを目的とします。
２．補助対象事業
組合等における新事業及び事業再構築等（新商品開発、国内外への販路開拓、新たなサービス等の提供、情報発信の強化、既存事業の強化・見直し、ＢＣＰ計画策定、展示会等への出展又は開催等）の実現化に向けた取り組みを補助対象事業とします。
なお、令和８年度は、引き続き社会変化や喫緊の課題に対応しながら事業を継続・発展させていく取り組みに加え、地産外商・イノベーションの強化、デジタル化・グリーン化・グローバル化の推進、女性の活躍推進、南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化など、県の重点施策に沿った取り組みは優先的に採択します。

３．補助対象となる組合等の要件
　　本事業の補助対象となる組合等は、次の種類及び要件を備えているものです。
　（１）組合等の種類

　　　　事業協同組合（連合会を含む）、火災共済協同組合、信用協同組合、企業組合、協業組合、商工組合（連合会を含む）、商店街振興組合（連合会を含む）、生活衛生同業組合（連合会を含む）、有限責任事業組合（ＬＬＰ）、一般社団法人、一般財団法人、共同出資会社（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社（ＬＬＣ））、任意グループ、その他中央会会長が認める中小企業団体
　（２）補助対象組合等の要件
　　　　原則、高知県内に主たる事務所を置く組合等とします。また、共同出資会社並びに任意グループは３名以上の中小事業者で構成され、その構成員の３分の２以上が県内中小企業者であるものとし、任意グループにおいては本事業の完了日までに法人化を目指したものとします。
４．事業実施期間

　　補助金交付決定日から令和９年２月２６日（金）までです。

５．補助金額及び補助率
	補助率
	補助金上限額
	補助金下限額

	補助対象経費の２分の１以内
	１００万円
	１０万円


６．補助対象経費

	謝金、原稿料、旅費（注１）、消耗品費、印刷製本費、役務費（注２）、備品購入費、委託料、設計費、データ検証費、使用料及び賃借料、原材料費、試作費並びに実験費

（注１）旅費・・・国内外への販路開拓の取り組み（展示会への出展など）に係る航空券代や宿泊代も対象とします。

（注２）役務費・・・人的なサービスの提供に対して支払われる費用。（通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料等）


（注３）補助対象経費は、補助事業の実施期間内に発生し、本事業に要した経費とし　　て明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額等を確認できるものとなります。なお、交付決定日より前に発注を行った事業に係る経費、領収書の宛名が交付申請者でないもの等については対象となりません。
（注４）消費税及び地方消費税は対象外
７．応募手続き等
　（１）提出書類

　　　　応募される組合等は、次の書類を提出して下さい。

　　　　①応募申請書　（別記応募申請様式）　　　１部

　　　　②組合等の概要（別紙１）　　　　　　　　１部

　　　　③事業計画書　（別紙２）　　　　　　　　１部

　　　　④経費明細書　（別紙３）　　　　　　　　１部

　　　　⑤添付書類　　　　　　　　　　　　　　各１部

　　　　　　○直近年度の事業報告書及び決算関係書類
　　　　　　○定款（任意グループ等については会則等定款に代わるもの）
　　　　　　○組合員（構成員）名簿
　　　　　　○その他関連資料

　　　（注１）提出書類等は返却いたしません。また、ＦＡＸ、Ｅメールでの応募は受け付けません。提出する用紙は、Ａ４版（片面印刷）で統一して下さい。

　　　（注２）上記以外にも、採択にあたり、必要な書類の提出を求めることがあります。

　（２）応募書類提出先及び問い合わせ先

　　　　応募書類は、直接、高知県中小企業団体中央会（以下「中央会」という。）へ郵送等により提出して下さい。

　　　　※本事業に応募する場合、応募書類を提出する前に、事前に中央会（本会指導員又は下記連絡先）まで連絡して下さい。

	【お問い合わせ・提出先】高知県中小企業団体中央会

　所在地　：〒781-5101　高知市布師田3992-2　高知県中小企業会館4階
　電　話　：０８８－８４５－８８７０　ＦＡＸ　：０８８－８４５－２４３４

　Ｅメール：ｉｎｆｏ＠ｋｂｉｚ．ｏｒ．ｊｐ

　担　当　：連携推進部　松井


（３）応募締切
随時受付（但し、予算が無くなり次第終了）
（４）審査方法

　　　　応募書類については書類審査の後、審査委員会による審査を行います。

（５）審査結果の通知・公表

　　　　審査結果については、後日、中央会から申請者あてに通知いたします。

８．補助対象者の義務

　　本事業の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。

　（１）募集要綱、補助金交付要綱等に留意し、適正に事業を実施しなければなりません。

　（２）交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止する場合は、事前に中央会に承認を得なければなりません。

　（３）補助事業を完了したとき、又は廃止の承認を受けたときは、その日から２５日を経過した日又は令和９年２月２６日（金）のいずれか早い日までに、また事業完了期限の延長承認を受けた組合等は、事業完了期限から１週間以内に中央会に対して補助事業実績報告書を提出しなければなりません。

　（４）補助事業を行うに当たっては特別会計等の区分経理を行っていただきます。経理は、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、事業終了後５年間保存するとともに、補助事業に関係する調査に協力をしなければなりません。

　（５）各事業を実施するに当たって、個別法令等の許可等が必要な場合には、当該許可等を得る事が前提となります。

　（６）補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」）については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。

（７）取得財産等のうち、一部処分を制限される財産（以下「処分制限財産」）があります。処分制限財産を処分する必要があるときは、事前にその承認を受けなければなりません。（処分制限財産の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分その他の処分をする場合は、財産処分の承認を要します。）

９．募集開始から補助金支払までの流れ

	募集開始
	　４月上旬


　　　　　　　　　↓

	応募締切
	　予算が無くなり次第


　　　　　　　　　↓

	書類審査・審査委員会
	　応募受付毎に開催


　　　　　　　　　↓

	選考結果の通知
	　審査委員会後速やかに


　　　　　　　　　↓

	補助金交付申請
	採択通知後


　　　　　　　　　↓

	事業開始
	　補助金交付決定後


　　　　　　　　　↓

	遂行状況報告
	　１０月１日～１５日


　　　　　　　　　↓

	事業実績報告
	事業完了後（２月２６日まで）


　　　　　　　　　↓

	補助金額の確定
	　


　　　　　　　　　↓

	補助金支払
	　


　　　　　

10．その他
　（１）補助金の支払については、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。ただし、中央会が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは補助金の概算払請求をすることができます。
　（２）補助事業の進捗状況確認のため、中央会等が実地検査に入ることがあります。
　（３）補助事業終了後の補助金額確定にあたり、証拠書類の確認ができない場合や、その他規則に照らして補助できない場合については、当該経費は対象外となります。

　（４）補助対象者が他の用途への無断流用、虚偽報告などの行為をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。

　（５）その他特に中央会が必要と認める書類等の提出を求めることがあります。
別記
応募申請様式

令和８年　　月　　日

高知県中小企業団体中央会会長　様

住所

申請者　名称

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

令和８年度連携組織活性化支援事業（経営力向上補助金）への応募について

　標記の事業を実施いたしたく、下記のとおり関係書類を添えて応募します。

記

　１　組合等の概要（別紙１）　　　　　１部

２　事業計画書　（別紙２）　　　　　１部

　３　経費明細表　（別紙３）　　　　　１部

　４　添付書類

　　（１）直近年度の事業報告書及び決算関係書類　　　１部

　　（２）定款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

　　（３）組合員（構成員）名簿　　　　　　　　　　　１部

　　（４）その他関連資料　　　　　　　　　　　　　　１部

別紙１
組　合　等　の　概　要

	１．組合等の名称

	２．所在地（〒　　　　　　　）



	３．電話番号（　　　　）　　　－　　
	４．FAX番号（　　　　）　　　－　　

	５．E-Mailアドレス



	６．代表者氏名及び役職名



	７．本事業の連絡担当者氏名及び役職名



	８．設立（組織結成）年月　　　　昭和・平成・令和　　　　　年　　　　　月

	９．組合員（会員）数（連合会はその所属員数も記入して下さい）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人（所属員数　　　　　　　　人）

	10．組合員（会員）数に占める中小企業者の割合　　　　　　　　　％

	11．組合員（会員）の業種構成



	12．組合等の主な事業内容及び活動状況



	13．組合等の地区（組合員（会員）の所在する地区）



	14．出資（出捐・資本）金額　　　　　　　　　　　　　　　　円

	15．専従役職員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

	16．会計年度　　　　　　　月　　　日　　～　　　月　　　日


別紙２
令和８年度連携組織活性化支援事業（経営力向上補助金）計画書

１．事業名及び事業テーマ

２．事業の内容

　　※具体的に記載する。特に社会変化や喫緊の課題に対応しながら事業を継続・発展させていく取り組みに加え、地産外商・イノベーションの強化、デジタル化・グリーン化・グローバル化の推進、女性の活躍推進、南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化など、県の重点施策に沿った取り組みの場合はその旨を記載すること
３．業務の委託予定

　　※委託予定業務の内容、委託予定期間等を記載する

４．事業スケジュール

　　※実施内容・実施時期等が明確になるように記載すること

５．事業の実施体制や事業実施に当たっての連携先等

６．期待される効果／数値目標等

　　※組合員（会員）、業界、地域経済への波及効果等、具体的に記載すること

７．本事業以外からの補助の有無

　　　　補助の有無　　：　　有　・　無

　　　　支援施策名　　：

　　　　支援団体　　　：

　　　　補助金額　　　：

８．実施事業に係る次年度以降の事業方針

別紙３
経費明細表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	科　目
	補助事業に

要する経費

（税込）
	補助対象経費

（税抜)
	補助金額
	積算内訳（税込）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合　計
	
	
	
	


補助金申請予定額　金　　　　　　　　円

	謝金、原稿料、旅費（注１）、消耗品費、印刷製本費、役務費（注２）、備品購入費、委託料、設計費、データ検証費、使用料及び賃借料、原材料費、試作費並びに実験費

（注１）旅費・・・国内外への販路開拓の取り組み（展示会への出展など）に係る航空券代や宿泊代も対象とします。

（注２）役務費・・・人的なサービスの提供に対して支払われる費用。（通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料等）


（注３）補助対象経費は、補助事業の実施期間内に発生し、本事業に要した経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額等を確認できるものとなります。なお、交付決定日より前に発注を行った事業に係る経費、領収書の宛名が交付申請者でないもの等については対象となりません。

（注４）消費税及び地方消費税は対象外

※積算にあたって参考見積を依頼した場合は、下記の要領で記載

（参考見積依頼先）　所在地

　　　　　　　　　　　　事業所名

　　　　　　　　　　　　TEL・FAX

　　　　　　　　　　　　見積依頼の内容（○○原材料費、○○試作費、○○購入費等）
令和８年度


連携組織活性化支援事業


（経営力向上補助金）
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